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東原小学校は4月1日に創立50周年
を迎え、10月15日に創立50周年記念
式典を開催しました。
第1部では、オペラ歌手の吉村恵さ
んによる国歌独唱、東原小学校のキャ
ラクター「かめっち」の紹介、第2部
では、各学年と特別支援学級による日
頃の教育活動の成果発
表を行いました。
教育活動の様子は
東 原 小 学 校 ホ ー ム
ペ ー ジ（h t t p s：/ /
higashihara-e.zama.
school）で発信しています。

市マスコットキャラクター「ざま
りん」の2023年版年間カレンダー
を製作しました。
カレンダーは市内の保育園・幼稚
園の園児、市立小・中学校の児童・生
徒などに配布します。
また、11月22日㈫から市役所1
階総合案内、市公民館、北・東地区文
化センター、各出張所（北出張所を除
く）、各コミュニティセンター（相模
が丘コミュニティセンターを除く）
などの市内公共施設でも配布する予
定です（12月1日㈭以降は、市ホー
ムページからダウンロード可）。
※�数に限りがあるため、なくなり次

住所に基づき、就学先の小・中学校を指定していますが、下表に該当する
場合、「指定校変更申立」ができます。なお、理由が相当でない場合や登下
校および緊急時の安全に問題がある場合などは変更できません。詳しくは
担当へお問い合わせください。

東原小学校創立50周年記念式典

ざまりんカレンダー2023年版を配布

小・中学校の指定校の変更

⃝ざまりん公式ツイッター
⃝ざまりん公式インスタグラム
⃝ざまりんホームページ
⃝市公式チャンネル（YouTube）
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最新情報がい
っぱい
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連 載 トピックストピックス自治会自治会

一斉防犯パトロールの有志

自治会への加入などは、自治会総連合会事務局☎ FAX 046（252）
8751へお問い合わせください。
担当市民協働課　☎046（252）7966　 FAX 046（255）3550

当会は活動拠点がない中、11月の市
内一斉美化デーの後、多くの会員が参加
して炊き出し訓練を実施してきました。
防災意識を高めるため、県総合防災セン
ターの見学や市消防本部の協力で消火訓
練もしています。毎月第2週と第4週の月
~金は、20：00から1時間ほど有志での
地域パトロールを16年間続け、コロナ禍にもめげず活動しています。
皆原連合自治会や座間地区社協が主催する様々な行事にも積極的に参
加し、協力しています。� 皆原南第二自治会　会長　栗城善明

地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり !地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり !

防災・防犯活動の活性化に努めて

皆原南
第二
自治会

要　　　　件 対象学年 変更期間 必要事項

１ いじめ被害への対応
小・中学校
全学年

必要期間
2 地理的な事由による通学の安全確保などの事情

判断するための資
料となるものの提
出

3
指定された中学校に希望する部
活動がないため、希望する部活動
が行われている、住所地から最寄
りの他の中学校に就学をしたい

中学１年生 変更先学校長の同
意

4 市内転居したが、引き続き従前の学校に就学をしたい
小学６年生、
中学3年生 卒業まで

従前学校長の同意
5 学期途中で市内転居したが、引き続き従前の学校に就学をしたい

小学１～5年
生、中学１～
2年生

転居した学年
の学年末まで

６
新築や改築などで、一時的に学区
外へ引っ越しをしたが、従前の学
校に就学をしたい

小・中学校
全学年

必要期間

売買契約書または
賃貸契約書の写し
の提出

7 学区外へ転居が確実なため、転居先の学区の学校へ就学をしたい

8 心身や通院などの事情で配慮を必要とする
医師による診断書
の写しなどの提出

9
自宅に帰っても、児童を保護する
者がいないときに、保護者の帰宅
まで親戚などの家や勤務先・店舗
などで児童を預かる

小学校
全学年

預り先住所（所在
地）、保護者の就労
などが確認できる
書面の提出

１0

指定校で国際教室が開級されて
いない場合で、国際教室に入級す
るため、開級している居住地から
最寄りの他の小・中学校に就学を
したい 小・中学校

全学年

保護者の母語また
は日本語訳での書
類記入

１１ 指定校変更許可区域に住んでいる 卒業まで

１2 要件６～9で指定校を変更した児童・生徒の兄弟姉妹である 必要期間

担当学校教育課　☎046（252）8739　 FAX 046（252）4311

東原小学校
ホームページ

50周年記念式典の様子

受水槽にいったん水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道とい
い、受水槽以降の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者の責任で行い
ます。
水道法および市条例により、貯水槽水道の設置者は毎年1回以上、水槽
の清掃を行うこと、また受水槽の有効容量が8立方メートルを超える貯水
槽水道は、清掃に加え、登録（指定）検査機関の検査を受けることが義務
付けられています。
安心して水道水が飲めるよう、前回の清掃と検査の時期を確認し、毎年
1回以上の清掃および検査を行うようにしてください。
担当環境政策課　☎046（252）8214　 FAX 046（257）7743

貯水槽水道の清掃と法定検査

第配布を終了します。
※�各公共施設では、準備が整い次第配布を開始します。

3広 報 

座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）　
●開庁時間　月曜〜金曜日（祝・休日と年末年始を除く）8：30〜17：15（第2・第4土曜日の午前中は一部業務を実施）
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